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「環境と調和のとれた作物生産の確保に関する懇談会」開催要領（案）

趣旨

本年 月に食料・農業・農村政策審議会企画部会においてとりまとめられた8
、 、新たな食料・農業・農村基本計画の改定に向けての中間論点整理において 今後

我が国農業全体を環境保全を重視したものに転換するため、平成 年度中に、16
有識者の意見を踏まえつつ、環境と調和のとれた農業生産活動の確保を図るため

の農業者が最低限取り組むべき規範を策定することとされた。

このため、農業生産活動のうち作物の生産活動に係る規範（以下「環境と調和

のとれた作物生産活動規範（仮称 」という ）の策定の在り方等について有識者） 。

の助言を得るため、標記懇談会を開催することとする。

検討事項

１） 環境と調和のとれた作物生産活動規範（仮称）の策定の在り方

２） その他

運営

１） 「環境と調和のとれた作物生産の確保に関する懇談会」は別紙に掲げる委

員をもって構成する。

２） 懇談会の座長は、委員の互選により選任する。座長は、懇談会の議事を運

営する。

また、座長は、懇談会の承認を得て、委員の中から座長代理を指名するこ

とができる。

３） 懇談会は、必要に応じ関係者を出席させ、説明及び意見の聴取を行なうこ

とができる。

４） 懇談会は必要に応じ開催する。

５） 懇談会は公開とする。ただし、懇談会の運営に著しい支障があると認めら

れる場合には、座長は懇談会に諮って、非公開とすることができる。なお、

議事概要等は原則として公開するものとする。

６）懇談会に関する庶務は、生産局農産振興課において行なう。
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環境と調和のとれた作物生産活動を確保するための重要かつ基本的な取組例一覧 

 
１ 土づくり 

【重要かつ基本的な取組（必ず実行すべき事項）】 

 ◎ たい肥の施用、稲わら・麦わらのすき込み、緑肥の栽培などによる土壌への有機物の供給（原則として１年に１度） 

【状況に応じて実行が奨励される事項】 

○ 土壌診断の実施（受診）（原則として過去３年以内の実施（受診）） 

○ 深耕、心土破砕耕の実施、暗きょ、排水溝の設置（過去１年以内の実施又は設置） 

○ 土壌改良資材の施用 

○ 合理的な輪作の実施 

○ 土壌侵食の抑制に資する被覆作物の栽培（草生栽培含む）、植生帯の設置、等高線栽培、土壌の透水性改善（たい肥の施用等）、風向を考慮し

た畝立の実施、防風垣の設置等 

○ 水田からの濁水流出防止に資する浅水代かき、あぜぬり、あぜシートの利用等 

 

２ 施肥 

【重要かつ基本的な取組（必ず実行すべき事項）】 

 ◎ 肥料成分の過剰な投入を防ぐための次の取組のうちいずれか一つ以上の実行 

 都道府県、ＪＡ等が示している施肥量、施肥方法等に即した施肥の実施 

 都道府県、ＪＡ等から施肥量等が示されていない場合の次の取組のうちいずれか一つの実行 

 土壌中の肥料成分の状況に係る診断の実施（受診）とその結果を活用した施肥の実施（原則として過去３年以内の実施（受診）） 

 野菜の栽培後などに土壌中に残された肥料成分、たい肥などの有機物に含まれる肥料成分を考慮した施肥量の減量、クリーニングク

ロップの作付け等 



 ◎ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）に基づくふん尿の適正使用等関係法令の遵守 

【状況に応じて実行が奨励される事項】 

○ 局所施肥（肥料を作物の根の周辺に局所的に施用する技術（例えば水稲作における側条施肥））の実施 

○ 肥効調節型肥料（被覆肥料、化学合成緩効性肥料及び硝酸化抑制剤入り肥料）の利用 

 

３ 防除 

【重要かつ基本的な取組（必ず実行すべき事項）】 

◎ 伝染源植物の除去、抵抗性品種の導入、輪作体系の導入、ほ場及びほ場周辺の適切な管理等による病害虫が発生しにくい栽培環境づくり 

◎ 発生予察情報の入手や病害虫発生状況の観察による病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施 

◎ 病害虫・雑草による経済的な被害が見込まれる場合に限った防除の実施 

◎ 農薬取締法に基づく農薬の適正使用、毒物及び劇物取締法に基づく毒物・劇物の適正保管、廃棄等関係法令の遵守 

【状況に応じて実行が奨励される事項】 

○ 生物農薬、性フェロモン剤、選択性の高い農薬等の使用 

○ 対抗植物の導入 

○ 除草用機械・動物の利用 

○ べたがけ栽培、雨よけ栽培、トンネル栽培、袋かけなどの被覆技術の導入 

○ マルチ栽培技術の導入 

○ 黄色蛍光灯等その他の物理的、耕種的、生物的防除手法の導入 

○ 上記取組を通じた総合的病害虫管理（IPM;Integrated Pest Management）の実施 

 

４ 廃棄物の処理 

【重要かつ基本的な取組（必ず実行すべき事項）】 

◎ 稲わら、麦わら、野菜くず等作物残さのたい肥、飼料、敷料等へのリサイクル又はほ場への還元（病害虫のまん延防止のために処分が必要な

場合を除く） 

◎ 廃棄物処理法に基づく廃棄物の適正処理、保管等関係法令の遵守 



【状況に応じて実行が奨励される事項】 

○ 使用済み農業用プラスチックの再利用、リサイクル 

○ バイオマス由来の生分解性農業用プラスチックの利用 

○ 通い箱等再利用可能な資材の利用 

 

５ エネルギーの使用 

【重要かつ基本的な取組（必ず実行すべき事項）】 

◎ 加温施設を使用する場合の暖房機、温度調節機器の点検整備、施設の破損個所の補修等の励行 

◎ 穀物乾燥調製施設を使用する場合の原料の計画的搬入による連続稼働、機械・器具の点検整備等の励行 

◎ 農業機械を使用する場合の運行日程の調整、作業目的に適合したエンジン回転速度による作業、点検整備等の励行 

◎ 電力消費に際しての不要な照明の消灯、照明器具の清掃等の励行 

【状況に応じて実行が奨励される事項】 

○ 施設、機械等の更新時におけるエネルギー効率のよい機種の選択 

○ バイオマスエネルギー、地熱、雪氷等新エネルギーの利用 


















































































